
附 属 機 関 の 設 置 に 関 す る 条 例

昭和２９年４月１日

福島県条例第３５号

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定による執行

機関の附属機関の設置に関しては、法律若しくはこれに基く政令又は他の条例に特別の

定があるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

第２条 別表の中欄に掲げる機関は、上欄に掲げる執行機関の附属機関として設置するも

のとし、その担任する事務は、それぞれ下欄に記載するとおりとする。

第３条 前条の附属機関の組織及び運営に関して必要な事項は、附属機関の属する執行機

関が定める。

附 則

この条例は、昭和２９年５月１日から施行する。

別 紙（抜すい）

執行機関 附 属 機 関 担任する事務

知 事 福島県農業振興審議会 農業の振興に関する基本的事項

及び農業協同組合の整備強化に

関する重要事項を調査審議する

◎ 昭和５０年１２月２２日福島県条例第４９号附属機関の設置に関する条例

の一部を改正する条例の公布施行により福島県農業振興審議会を設置



福 島 県 農 業 振 興 審 議 会 規 則

昭和５１年１月 ９日福島県規則第 ３号

改正 平成 ６年３月３１日福島県規則第５６号

改正 平成１４年３月２６日福島県規則第２０号

改正 平成１５年３月２８日福島県規則第５４号

改正 平成２０年３月３１日福島県規則第６４号

（趣旨）

第１条 この規則は、附属機関の設置に関する条例（昭和２９年福島県条例第３５号）第

３条の規定に基づき、福島県農業振興審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運

営に関して必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 審議会は、２３人以内の委員で組織する。

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。

１ 市町村長 ４人以内

２ 県内の農業関係団体の役職員 ８人以内

３ 学識経験を有する者 １１人以内

（会長及び副会長）

第３条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。

（委員の任期）

第４条 委員の任期は、２年とし、再任されることができる。委員が欠けた場合における

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第５条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに委嘱さ

れた委員による審議会の最初に開催される会議は、知事が招集する。

２ 審議会の議長は、会長をもってこれに充てる。

３ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。



（部会）

第６条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名す

る者がその職務を代理する。

（庶務）

第７条 審議会の庶務は、農林水産部農林水産総室農林企画課で処理する。

（雑則）

第８条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他審議会の運営に関して必要な

事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行後最初に開催される審議会の会議は、第５条第１項の規定にかかわら

ず、知事が招集する。

３ 福島県農業協同組合対策審議会規則（昭和３２年福島県規則第５５号）及び福島県農

業構造改善事業促進対策審議会規則（昭和３７年福島県規則第８５号）は、廃止する。

附 則

１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。

附 則

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

２ この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に委員の任期満了に伴い新たに組織される審議会について適用し、

施行日前に組織された審議会については、なお従前の例による。

附 則

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。



福島県農業振興審議会の委員の代理出席に関する要領

（趣旨）

第１条 この要領は、福島県農業振興審議会規則（昭和５１年福島県規則第３号）第８条

の規定に基づき、福島県農業振興審議会（以下「審議会」という。）の委員の代理出席

に関して定める。

（委員の代理出席）

第２条 団体の推薦を受けて任命された委員は、やむを得ない事由により審議会の会議に

出席することができないときは、当該団体に所属する者を代理人として選任し、その職

務を行わせることができる。

２ 前項の場合において、代理人の選任は、書面により行う。

附 則

この要領は、平成１７年１１月１７日から施行する。


